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▔国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
へ
の 

独
自
給
付
を
ご
存
知
で
す
か

▼
死
亡
一
時
金

　
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
を
３

年
以
上
納
め
た
方
が
、
何
の
年
金
も
受
け

ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
遺
族
（
配
偶
者
、
子
な
ど
）
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
遺
族
が
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
死
亡
一
時
金
の
額
は
、
保
険
料
を
納
め

た
期
間
に
応
じ
て
、
12
万
円
〜
32
万
円
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
付
加
保
険
料
を
納
め

た
月
数
が
36
か
月
以
上
あ
る
場
合
は
、

８
５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

▼
遺
族
基
礎
年
金

　
遺
族
基
礎
年
金
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
方
に

よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の

あ
る
配
偶
者
」
ま
た
は
「
子
」
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

①
国
民
年
金
の
被
保
険
者

②�

国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
で
、

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
方

③�
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
ま
た
は
受

給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
る
方

※�

①
②
の
場
合
は
、
死
亡
月
の
前
々
月
ま

で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料

納
付
済
期
間
と
免
除
期
間
（
若
年
者
納

付
猶
予
期
間
・
学
生
納
付
特
例
期
間
を

含
む
）
を
合
わ
せ
た
期
間
が
３
分
の
２

以
上
の
方
を
対
象
と
し
ま
す
。
（
平
成

38
年
4
月
1
日
以
前
に
死
亡
さ
れ
た
場

合
は
、
死
亡
月
の
前
々
月
ま
で
の
直
近

の
１
年
間
に
保
険
料
の
未
納
が
な
け
れ

ば
受
給
で
き
ま
す
。
）

　
遺
族
基
礎
年
金
の
額
は
子
の
あ
る
配
偶

者
が
受
け
る
場
合
、
基
本
額

（
77
万
９
３
０
０
円
）
に
子
の
加
算
額

（
１
人
目
と
２
人
目
の
子
は
そ
れ
ぞ
れ

22
万
４
３
０
０
円
、
３
人
目
以
降
は
１
人

に
つ
き
７
万
４
８
０
０
円
）
を
加
え
た
額

で
す
。

　
な
お
、
子
と
は
18
歳
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
子
ま
た
は
20
歳
未
満
で
障
が
い
等

級
が
１
・
２
級
の
状
態
に
あ
る
子
を
い
い

ま
す
。

▼
寡
婦
年
金

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て

保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を
含

む
）
が
10
年
以
上
で
あ
る
夫
が
亡
く
な
ら

れ
た
場
合
に
、
10
年
以
上
婚
姻
関
係
が
継

続
し
て
お
り
、
夫
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持

さ
れ
て
い
た
妻
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
支
給
期
間
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間

で
、
年
金
額
は
夫
の
第
１
号
被
保
険
者
期

間
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
た
老
齢
基
礎
年

金
額
の
４
分
の
３
で
す
。

　
た
だ
し
、
死
亡
し
た
夫
が
障
害
基
礎
年

金
の
受
給
権
者
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
た
場
合
、
ま

た
は
、
妻
自
身
が
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上

げ
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
、
寡
婦
年
金

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
の
両

方
を
受
け
ら
れ
る
場
合
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
択
し
て
受
給
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　
市
民
課
☎（
275
）６
２
４
１
ま
た

は
堺
西
年
金
事
務
所
☎（
243
）７
９
０
０

▔税
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税

通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
本
年
１
月
１
日
現
在
で
、
市
内
に
土
地

・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方

に
、
平
成
29
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
納
税
通
知
書
を
５
月
初
旬
に
送
付

し
ま
す
。

※
免
税
点
未
満
（
課
税
標
準
額
で
土
地
30

万
円
、
家
屋
20
万
円
、
償
却
資
産
１
５
０

万
円
未
満
）
の
場
合
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
納
税
通
知
書
の
固
定
資
産
課
税

明
細
書
に
は
、
土
地
一
筆
、
家
屋
一
棟
単

位
で
そ
れ
ぞ
れ
所
在
地
番
、
面
積
、
税
額

等
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
内
容
に
誤

り
が
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
税
通
知
書
が
届
い
て
い
な
か
っ
た
り
、

内
容
に
誤
り
や
疑
問
な
点
が
あ
っ
た
と
き

は
税
務
課
☎（
275
）６
１
０
９
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ
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固
定
資
産
税
等
の
減
免

　
自
ら
住
ん
で
い
る
自
己
居
住
用
資
産

（
土
地
・
家
屋
）
を
所
有
し
て
い
る
方
の

う
ち
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
は

申
請
に
よ
り
当
該
資
産
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
２
分
の
１
が
減
額
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

①�

１
月
１
日
現
在
で
、
所
有
者
が
寡
婦

（
寡
夫
）
、
特
別
障
が
い
者
ま
た
は
65

歳
以
上
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

②�

所
有
者
及
び
所
有
者
と
生
計
を
一
に
す

る
す
べ
て
の
方
の
、
前
年
中
の
所
得
金

額
が
所
定
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

③�

所
有
者
が
自
己
居
住
用
資
産
以
外
の
固

定
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

④�

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
の
合
計
年

税
額
が
５
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

⑤�

自
己
居
住
用
家
屋
の
延
床
面
積
が
70
㎡

以
下
で
あ
る
こ
と

※
申
請
は
第
1
期
納
期
限
ま
で
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

▔国
民
健
康
保
険

保
険
料
の
納
付
に
は
口
座
振
替
を

　
保
険
料
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
・
通
帳
・
通
帳
届

出
印
・
保
険
証
を
持
っ
て
、
健
幸
づ
く
り

課
ま
た
は
指
定
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
各
窓
口
で
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

▔後
期
高
齢
者
医
療

高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し

　
高
額
療
養
費
と
は
、
ひ
と
月
に
支
払
っ

た
医
療
費
が
高
額
に
な
り
、
決
め
ら
れ
た

上
限
額
を
超
え
て
支
払
っ
た
分
を
払
い
戻

す
制
度
で
す
。
上
限
額
は
、
個
人
ま
た
は

世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
70
歳
以
上
の
方
の
自
己
負
担
限
度
額
が
、

平
成
29
年
８
月
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
さ

れ
ま
す
。

＊
医
療
費
が
26
万
7
０
０
０
円
を
超
え
た

　
場
合
は
、
そ
の
分
の
1
％
が
加
算
さ
れ

　
ま
す
。

※
低
所
得
Ⅱ
と
は
、
同
一
世
帯
の
方
全
員

　
が
住
民
税
非
課
税
で
、
低
所
得
Ⅰ
以
外

　
の
被
保
険
者
の
こ
と
。

※
低
所
得
Ⅰ
と
は
、
同
一
世
帯
の
方
全
員

　
が
住
民
税
非
課
税
で
、
そ
の
世
帯
全
員

　
の
個
々
の
所
得
が
0
円
と
な
る
被
保
険

　
者
（
た
だ
し
、
公
的
年
金
等
控
除
額
は

■自己負担限度額とその判定基準

所　得　区　分
外来（個人単位）

自己負担限度額（月額）
外来＋入院（世帯単位）

負担
割合

課税所得 145万円以上 3割

1割
8,000 円

24,600 円

15,000 円

14,000 円

57,600 円 80,100 円
44,400 円

一　般

※低所得Ⅱ区分

※低所得Ⅰ区分

（年3回まで）＊
（年4回から）

57,600 円
44,400 円

（年3回まで）

（年間14万4000円上限） （年4回から）

納税通知書に記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で納めてください

固定資産税・都市計画税・軽自動車税・自動車税の

問合先
府自動車税コールセンター

問合先　税務課☎（275）6094 ☎0570‐020156

自動車税固定資産税………１期分
都市計画税………１期分
軽自動車税………全期分

納期限は、

5 31月 日
水
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80
万
円
と
し
て
計
算
）
ま
た
は
同
一
世

　
帯
の
方
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
老

　
齢
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
被
保
険

　
者
の
こ
と
。

問
合
先　
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

給
付
課
☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１
ま

た
は
健
幸
づ
く
り
課
☎（
275
）６
３
９
２

入
院
時
の
居
住
費
（
光
熱
水
費
相
当

額
）
の
見
直
し

　
65
歳
以
上
の
医
療
療
養
病
床
に
入
院
す

る
患
者
の
居
住
費
に
つ
い
て
、
介
護
保
険

施
設
や
在
宅
と
の
負
担
の
公
平
化
を
図
る

観
点
か
ら
、
光
熱
水
費
相
当
額
の
負
担
を

求
め
る
こ
と
に
な
り
、
平
成
29
年
10
月
か

ら
、
次
の
と
お
り
自
己
負
担
限
度
額
が
変

更
と
な
り
ま
す
。

■
65
歳
以
上
医
療
療
養
病
床
の
自
己
負
担

限
度
額

医
療
区
分
Ⅰ　
各
日
３
７
０
円

医
療
区
分
Ⅱ
・
Ⅲ　
各
日
２
０
０
円

難
病
患
者　
０
円

※
医
療
区
分
に
つ
い
て
は
、
入
院
す
る
際
、

医
療
機
関
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

給
付
課
☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１
ま

た
は
健
幸
づ
く
り
課
☎（
275
）６
３
９
２

７
月
か
ら
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
や
納

付
書
に
よ
る
納
付
）
が
始
ま
り
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
は
、
普
通
徴

収
分
に
つ
い
て
は
暫
定
保
険
料
制
度
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
４
月
か
ら
６
月
の
間
は

口
座
振
替
や
納
付
書
に
よ
る
納
付
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
過
年
度
分
に
対
す
る

保
険
料
に
つ
い
て
は
納
付
書
を
送
付
し
ま

す
。（
過
年
度
分
に
つ
い
て
は
口
座
振
替

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。）

　
７
月
中
旬
に
平
成
29
年
度
の
保
険
料
決

定
通
知
等
を
送
付
し
ま
す
が
、
普
通
徴
収

だ
け
の
方
は
、
年
間
保
険
料
を
７
月
か
ら

３
月
の
９
回
で
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
９
２

金融機関口座からデパートのクレジットカードの引き落としが毎月一定額あ
ることに気づき、デパートに問い合わせると、5年前と3年前の車検代や買い物
した際の代金約40万円分の支払いが今も続いていることがわかった。カード
を利用するときには、いつも「翌月一括払い」と言っていたので、一括払いに
なっていると思っていたが、7年前にカードを契約した際、支払方法を「リボ
払い」にしていたらしい。利用明細なども確認していなかったのは反省してい
るが、契約時にもっと分かるように説明をしてほしかった。（60歳代　女性）

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e rリボ払いだったの？

クレジットカードの利用明細は必ず確認

休館日 土・日曜日、祝日

クレジットカードの支払方法には、一括払いや分割払いのほかに、利用金額や件
数に関わらず、毎月一定の額や割合を支払うリボルビング払い(以下リボ払い)が

あります。リボ払いは、月々の支払いを一定額に抑えられる反面、支払い期間が長期化
し、手数料がかさむことがあるので注意が必要です。 クレジットカードで支払う際、一
括払いとしたはずなのに、リボ払いになっていたという相談があります。カードを申し
込む際は、初期設定が「リボ払い」になっているカードもあるので、支払方法や規約を
しっかり確認しましょう。 利用明細は必ず確認し、少しでも不審なことがあったらすぐにカード会社に問い合
わせることが大切です。 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

時　間 9：00～16：45

☎（267）5501
場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへ

ポイ
ント

※国民生活センター「見守り新鮮情報第268号」から抜粋・イラスト黒崎玄

※休館日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください

お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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▔各
　
種

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手

当
に
つ
い
て

▼
特
別
障
害
者
手
当

対
象　
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
な

介
護
が
必
要
な
在
宅
の
重
度
障
害
者
で
20

歳
以
上
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
と
一
定

期
間
病
院
に
入
院
し
て
い
る
方
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
２
万
６
８
１
０
円
（
２
月

・
５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

▼
障
害
児
福
祉
手
当

対
象　
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
な

介
護
が
必
要
な
在
宅
の
重
度
障
害
児
で
20

歳
未
満
の
方（
福
祉
施
設
入
所
者
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
１
万
４
５
８
０
円
（
２
月

・
５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

※
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
申
請
に
は
各
手
当
認
定
用
の

診
断
書
が
必
要
で
す
。

問
合
先　
高
齢
・
障
が
い
福
祉
課

　
　
　
　
☎（
275
）６
２
９
４

児
童
扶
養
手
当
の
改
定

　
児
童
扶
養
手
当
の
額
は
、
毎
年
の
全
国

消
費
者
物
価
指
数
の
変
動
に
応
じ
て
、
手

当
額
を
改
定
す
る
「
自
動
物
価
ス
ラ
イ
ド

制
」
で
定
め
ら
れ
ま
す
。

　
平
成
29
年
4
月
分
か
ら
の
児
童
扶
養
手

当
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
の
年
平
均

の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
の
結
果
に
応
じ

て
0.1
％
引
き
下
げ
と
な
り
ま
す
。
月
額
は

次
の
と
お
り
で
す
。

■
新
し
い
児
童
扶
養
手
当
額

▼
児
童
1
人
の
場
合

全
部�

：
４
万
２
２
９
０
円

一
部�

：
９
９
８
０
円
〜
４
万
２
２
８
０
円

▼
児
童
2
人
の
場
合

全
部
：�
９
９
９
０
円

一
部�

：
５
０
０
０
円
〜
９
９
８
０
円

▼
児
童
3
人
目
以
降
の
場
合

全
部
：�

５
９
９
０
円

一
部
：�

３
０
０
０
円
〜
５
９
８
０
円

問
合
先　
こ
ど
も
家
庭
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
４
９

日
赤
活
動
資
金
に
ご
協
力
を

　
日
本
赤
十
字
社
の
災
害
救
護
、
国
際
活

動
、
医
療
事
業
、
血
液
事
業
等
の
活
動
は
、

皆
さ
ん
か
ら
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
活

動
資
金
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　
５
月
と
６
月
は
、
赤
十
字
運
動
月
間
で

す
。
日
赤
活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
活

動
資
金
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
付
・
問
合
先　
社
会
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
８
３

第
２
次
高
石
市
耐
震
改
修
促
進
計
画
に

か
か
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

　
平
成
20
年
に
策
定
し
た
高
石
市
耐
震
改

修
促
進
計
画
に
つ
い
て
、
建
築
物
の
耐
震

化
を
よ
り
一
層
進
め
る
た
め
、
新
た
に
計

画
策
定
を
行
い
ま
す
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
は
、
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
ご
意
見

を
い
た
だ
く
た
め
実
施
す
る
も
の
で
す
。

閲
覧
期
間　
５
月
22
日
ま
で

閲
覧
場
所　
危
機
管
理
課
・
市
内
各
公
共

施
設
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
）

問
合
先　
危
機
管
理
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
７

支
援
教
育
の
取
組
み

　
市
内
の
各
幼
稚
園
や
小
中
学
校
で
は
、

支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
が
自
ら

の
可
能
性
を
最
大
限
に
伸
ば
し
、
主
体
的

に
社
会
参
加
・
自
立
す
る
人
間
の
育
成
を

ね
ら
い
と
し
た
支
援
教
育
の
充
実
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　平成 29 年度から、資源ごみのペットボトル、プラ
スチック製容器包装は、新たに第 5 火曜日（千代田・
羽衣・西取石・取石）、第5金曜日（高師浜・東羽衣・加茂・
綾園）も収集を実施します。
※収集時間が通常より早くなることがあるのでご注意
　ください。
問合先　生活環境課 ☎（275）6266

第 5 火・金曜日はペットボトル、プラスチック製容器包装の収集日です

今年度の第 5 火・ 金 曜日はこちら
5 月 30日・  6  月 30 日
8月 29日・  9  月 29 日
10月 31日・12月 29日
1月 30日・  3      月 30 日
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各
学
校
園
の
協
力
体
制
の
も
と
、
支
援

学
級
に
在
籍
す
る
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も

た
ち
だ
け
で
な
く
、
通
常
学
級
に
在
籍
す

る
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
に
つ

い
て
も
、
一
人
ひ
と
り
の
教
育
的
ニ
ー
ズ

の
状
況
等
を
的
確
に
把
握
し
、
課
題
を
明

確
に
し
、
個
々
の
障
が
い
の
状
況
に
応
じ

た
適
切
な
指
導
や
必
要
な
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
通
級
指
導
教
室
を
設
置
し
、
言

語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
課
題
の
あ

る
児
童・
生
徒
へ
の
支
援
も
進
め
る
と
と

も
に
、
各
学
校
園
に
お
け
る
支
援
教
育
に

か
か
る
指
導
の
充
実
を
図
る
た
め
、
専
門

家
等
に
よ
る
巡
回
相
談
も
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
市
で
は
引
き
続
き
、
す
べ
て
の
子
ど
も

た
ち
の
豊
か
な
人
間
形
成
を
め
ざ
し
て
、

と
も
に
学
び
、支
え
合
い
、と
も
に
生
き
る

力
を
育
む
教
育
の
充
実
に
取
り
組
み
ま
す
。

問
合
先　
学
校
教
育
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
３
４

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
ご
注
意
を
！

　
平
成
7
年
に
市
内
で
セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ

が
発
見
さ
れ
て
以
来
、
現
在
で
も
生
息
が

確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

見
か
け
た
ら
…
素
手
で
捕
ま
え
た
り
、
触

っ
た
り
し
な
い
で
駆
除
す
る
。

駆
除
の
方
法
…
ク
モ
は
踏
み
つ
ぶ
す
か
市

販
の
殺
虫
ス
プ
レ
ー
（
ク
モ
用
ま
た
は
ゴ

キ
ブ
リ
用
）
を
噴
霧
す
る
。
卵
の
う
は
、

踏
み
つ
ぶ
す
か
焼
却
す
る
。

も
し
、
か
ま
れ
た
ら
…
患
部
を
流
水
で
よ

く
洗
い
、
早
く
病
院
で
治
療
す
る
。
可
能

で
あ
れ
ば
、
か
ん
だ
ク
モ
は
殺
し
て
、
病

院
に
持
っ
て
い
く
。

問
合
先　
生
活
環
境
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
６
６

猫
に
エ
サ
を
与
え
る
前
に

　
猫
に
む
や
み
に
エ
サ
を
与
え
る
と
、
猫

が
異
常
に
増
え
て
、
フ
ン
や
尿
、
鳴
き
声

な
ど
で
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま

す
。
ま
た
、
不
特
定
の
人
か
ら
エ
サ
を
も

ら
う
こ
と
は
、
猫
の
健
康
面
か
ら
も
良
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
サ
を
与
え
る

前
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
飼
い
猫
に
つ
い
て
は
、
周
囲
の
方
の
迷

惑
に
な
ら
な
い
よ
う
室
内
で
飼
い
ま
し
ょ

う
。
室
内
で
飼
う
こ
と
で
感
染
症
や
事
故

の
防
止
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

問
合
先　
生
活
環
境
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
６
６

飼
い
主
の
皆
さ
ん
、
マ
ナ
ー
を
守

れ
て
い
ま
す
か
？

　
犬
や
猫
の
ふ
ん
・
鳴
き
声
・
放
し
飼
い

な
ど
の
苦
情
が
よ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
家
族
の
一
員
と
な
る
ペ
ッ
ト
を
飼
う
場

合
は
、
愛
情
を
も
っ
て
責
任
の
あ
る
飼
い

方
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
犬
を
散
歩
さ
せ
る
時
は
、
必
ず
リ
ー
ド

（
引
き
綱
）
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
犬
の
ふ
ん
の
後
始
末
を
忘
れ
ず
、
き
ち

ん
と
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
生
活
環
境
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
６
６

視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
を
支
え

る
周
囲
の
方
へ 

声
の
広
報
は
ご
存
知
で
す
か
？

　
視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
向
け
に
毎

月
「
声
の
広
報
た
か
い
し
（
Ｃ
Ｄ
版
の
広

報
）
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。
各
種
生
活

情
報
を
お
求
め
の
方
へ
お
勧
め
で
す
。
周

囲
に
視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
で
ご
利
用
が

ま
だ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
ぜ
ひ
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
お
求
め
の
場
合
は
、
市
視
覚
障
害
者
福

祉
会
事
務
局
☎（
262
）０
５
８
０
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　平成28年度の無料普通ごみ処理券（茶）を使い切らずに残されている場合、
15枚（１シート）をトイレットペーパー2ロールに、30枚（２シート）を30リッ
トルのごみ袋1セット（10枚）に交換します。なお、15枚（１シート）に満たない
場合でも、8枚以上あればトイレットペーパー1ロールと交換します。
問合先　生活環境課 ☎（275）6266

日用品と交換します！
平成 28 年度の余った無料普通ごみ処理券を

午前 10 時～午後 5 時
市役所（別館 1階 会議室111）

ご高齢等のために会場に来ることが
難しい場合は、ご相談ください。

5 20 26月 日  ～ 日
土 金

交 換 期 間

お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

昭
和
22
年
５
月
３
日
に
日
本
国
憲

法
が
施
行
さ
れ
、
こ
れ
を
記
念
し
て

５
月
３
日
を
「
憲
法
記
念
日
」
、
そ

し
て
１
日
〜
７
日
ま
で
の
１
週
間
は

「
憲
法
週
間
」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
て
、
本
年
は
憲
法
の
意
義
と
い

う
観
点
か
ら
、
日
本
国
憲
法
を
見
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
国
憲
法
の
基
本
原
則
は
、
立

憲
主
義
の
考
え
方
に
基
い
て
い
ま
す
。

こ
の
立
憲
主
義
の
憲
法
と
は
、
国
民

の
自
由
を
守
り
、
人
権
の
保
障
を
宣

言
し
、
権
力
分
立
を
原
理
と
し
、
そ

れ
に
従
っ
て
統
治
す
る
政
治
の
あ
り

方
を
定
め
た
憲
法
の
こ
と
で
、
日
本

国
憲
法
は
、
国
民
主
権
、
基
本
的
人

権
の
尊
重
、
平
和
主
義
の
三
大
原
則

と
、
立
法
権
、
行
政
権
、
司
法
権
の

三
権
分
立
を
基
本
と
す
る
政
治
の
仕

組
み
で
あ
る
統
治
機
構
を
定
め
、
前

文
と
11
章
１
０
３
条
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
前
文
に
は
、
こ
の
憲
法
が

な
ぜ
、
何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な

考
え
で
つ
く
ら
れ
た
か
が
書
い
て
あ

り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
三
大
原
則
と
三
権
分

立
を
前
文
並
び
に
各
章
に
沿
っ
て
見

て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。
始
め
に
国

民
主
権
に
つ
い
て
は
、
前
文
に
、

「
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
事

を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す

る
。
」
と
、
国
民
主
権
の
原
則
を
打

ち
出
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
第
１

章
天
皇
の
第
１
条
（
天
皇
の
地
位
・

国
民
主
権
）
に
お
い
て
、
天
皇
は
象

徴
で
あ
る
と
し
、
主
権
の
存
す
る
日

本
国
民
の
総
意
に
基
く
と
あ
り
、
国

民
主
権
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
に
つ

い
て
は
、
第
３
章
国
民
の
権
利
及
び

義
務
の
各
条
文
に
お
い
て
、
基
本
的

人
権
の
尊
重
を
謳
い
あ
げ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
和
主
義
に
つ
い
て
は
ま

ず
前
文
で
、
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て

再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
す
る
と
決
意
を
示
し
、

同
時
に
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、

わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
す
る

こ
と
と
し
、
さ
ら
に
第
２
章
戦
争
の

放
棄
の
第
９
条
（
戦
争
の
放
棄
、
戦

力
及
び
交
戦
権
の
否
認
）
に
お
い
て
、

平
和
主
義
と
い
う
原
則
を
採
用
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

第
４
章
国
会
か
ら
、
第
５
章
内
閣
、

第
６
章
司
法
、
第
７
章
財
政
、
第
８

章
地
方
自
治
に
お
い
て
は
、
三
権
分

立
を
基
本
と
す
る
統
治
機
構
に
つ
い

て
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

第
10
章
最
高
法
規
に
お
い
て
は
、
日

本
国
憲
法
の
意
義
を
最
も
端
的
に
定

め
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

概
要
は
次
の
３
つ
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
第
97
条
（
基
本
的
人
権
の
本

質
）
に
お
い
て
、
こ
の
憲
法
が
国
民

に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す

こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
第
98
条
（
最
高
法
規
、

条
約
及
び
国
際
法
規
の
遵
守
）
で
は
、

こ
の
憲
法
は
国
の
最
高
法
規
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
法
律
も
、
こ
れ
に
反
し

て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
第
99
（
条

憲
法
尊
重
擁
護
の
義
務
）
で
は
、
こ

の
憲
法
を
守
る
義
務
は
、
天
皇
又
は

摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、

裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
（
＝
国
の

政
治
を
行
う
権
力
者
）
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
は
、

自
由
で
公
正
な
社
会
を
築
き
、
支
え

て
い
く
上
で
重
要
な
国
家
と
個
人
、

あ
る
い
は
個
人
相
互
の
基
本
的
な
あ

り
方
を
、
国
民
自
身
が
定
め
た
も
の

で
あ
り
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
も
っ

と
も
っ
と
身
近
な
も
の
に
し
て
い
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

人
権
推
進
課

　
　
　
　
　
　

☎
（
275
）
６
２
７
９

日本国憲法を考える

　未就労者の就業を支援するために、厚生労働大
臣指定教育訓練講座を修了した方へ資格取得支援
補助金を支給します。（要事前相談）

対象　次のいずれにも該当する方（学生を除く）
　　　①市内在住であること
　　　②厚生労働省が実施する教育訓練給付金
　　　　の受給資格がないこと
　　　③講座の受講について、市から他の助成
　　　　を受けていないこと
補助額　講座受講料の 50％
　　　　（入学金・教材費含む、上限 3万円）
問合先　経済課 ☎（275）6149
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求職者の方を応援します！
～ 求 職 者 資 格 取 得 支 援 補 助 金 ～
求職者の方を応援します！
～ 求 職 者 資 格 取 得 支 援 補 助 金 ～


